
【参照条文】

○ 特定商取引に関する法律（昭和五十一年法律第五十七号）（抄）

（適用除外） 

第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧

誘販売に該当するものについては、適用しない。 

一～七 （略） 

八 次に掲げる販売又は役務の提供 

イ 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定する金融商

品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る販売又は役務の提供、

同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品

仲介業に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三

第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る販売又は役務の提供、同法第七

十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項各号に

掲げる業務に係る役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行

う同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務又は同法第百五十六条の二十七

第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供 

ロ・ハ （略）

ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売

又は電話勧誘販売における商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につ

いて、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役

務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提

供として政令で定めるもの 

２・３ （略） 

４ 第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販

売に該当するものについては、適用しない。 

一 （略） 

二 契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく

害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供 

５～10 （略） 

（消費者委員会及び消費経済審議会への諮問） 

第六十四条 主務大臣は、第二条第四項第一号、第二十六条第一項第八号ニ、第三項、第

四項各号、第五項第一号若しくは第二号、第六項第二号若しくは第七項第二号、第四十

一条第一項第一号（期間に係るものに限る。）若しくは第二項、第四十八条第二項、第五

十八条の四又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようと

するときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しな

ければならない。 

２ （略） 

（参考資料１－３）



○ 特定商取引に関する法律施行令（昭和五十一年政令第二百九十五号）（抄） 

（他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又

は役務の提供） 

第五条 法第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に

掲げる販売又は役務の提供とする。 

 

（消費者委員会及び消費経済審議会への諮問） 

第十六条の四 法第六十四条の規定による諮問は、次の各号（同条第二項の規定による諮

問にあつては、第三号を除く。）に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及

び消費経済審議会に対してするものとする。 

一 内閣総理大臣 消費者委員会 

二 経済産業大臣 消費経済審議会 

三 法第六十七条第一項第六号の当該商品、特定権利（法第二条第四項第二号及び第三

号に掲げるものに限る。）若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若

しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管す

る大臣 消費者委員会及び消費経済審議会 

 

附 則  

１・２ （略） 

３ 法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供は、第六条の三に規定するもの

のほか、次に掲げるものとする。 

一 （略） 

二 電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項に規定する役務の提供

（平成三十三年三月三十一日までの間に限る。） 

三・四 （略） 

 

別表第二（第五条、第五条の二関係） 

一 ～ 四十八 （略） 

四十九 資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第一項に規定す

る前払式支払手段発行者が行う同法第三条第一項に規定する商品（当該前払式支払手

段発行者が発行するものに限る。）の販売又は役務の提供、同法第二条第三項に規定す

る資金移動業者が行う同条第二項に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第八項

に規定する仮想通貨交換業者が行う同条第七項に規定する商品の販売又は役務の提供

及び同条第十三項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十四項に規定する役務の

提供 

五十・五十一 （略） 

 



〇 電気事業法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第七十二号）（抄） 

附 則 

第四条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている特定電気

事業者（以下「旧特定電気事業者」という。）は、施行日に特定送配電事業（新電気事業

法第二条第一項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次条において同じ。）につい

て新電気事業法第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、小売供給（新電気事業法第

二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。附則第十一条第二項第一号及び第十六条

第一項各号において同じ。）を行うことについて新電気事業法第二十七条の十五の登録を

受けたものとみなし、旧特定電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一

項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業について同項の届

出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二十七条の十三第三項から

第六項まで及び第二十七条の十七第二項の規定は、適用しない。 

２ 前項の規定により新電気事業法第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事

業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者（以下「みなし登録特定送配

電事業者」という。）は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二十七条の十六

第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣

に提出しなければならない。 

３～５ （略） 

 

（みなし登録特定送配電事業者の供給義務等） 

第二十三条 みなし登録特定送配電事業者は、施行日から起算して五年を超えない範囲内

において政令で定める日までの間、正当な理由がなければ、当該みなし登録特定送配電

事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給地点（第四項、次条及び附則第二

十六条第一項において「旧供給地点」という。）における需要に応ずる電気の供給（以下

「特別小売供給」という。）を拒んではならない。 

２～４ （略） 

 

〇 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請

の期限等を定める政令（平成二十七年政令第二百六十八号）（抄） 

（みなし登録特定送配電事業者の供給義務の期限） 

第四条 改正法附則第二十三条第一項の政令で定める日は、平成三十三年三月三十一日と

する。 

 


